
日本の高齢社会対策の行方
高齢社会対策大綱の中身とは

生活研究部 ジェロントロジー推進室 上席研究員 前田 展弘
maeda@nli-research.co.jp

研究員の眼

　政府が策定している「高齢社会対策大綱」

をご存じだろうか。昨年（2024年）9月に6

年ぶり5度目の改訂となる大綱が閣議決定

されたのだが、各種報道を確認する限り、残

念ながら世間の注目度は高いとは言えない。

日本が今後もさらに高齢化していくこと、そ

して高齢化に伴う様々な課題が山積してい

ることは多くの人が知っている。しかし、そ

れらの課題に対して国がどのように対応し

ていくのか、そのことの全体像まで知って

いる人は少ないのが現状であろう。その全

体像を示しながら国の方向性や社会に対す

るメッセージを凝縮してまとめたものが「高

齢社会対策大綱」*であり、これを知ること

は日本が目指すべき未来（超高齢未来社会）

の姿を理解することにつながる。

　では、今回の改訂のポイントになる部分

を簡潔に紹介しよう。

1―「高齢社会対策」は高齢者を支える
          ための取組みだけではない
　冒頭の「大綱策定の目的」のところにな

るが、「高齢社会対策」は高齢者を支えるた

めの取組みだけではなく、全ての世代の人

のための取組みであることが明記されて

いる。「高齢社会」のことは「高齢者」の話で

あり自分には関係ないと考えてしまう人も

少なくないこと等を念頭に言及されたも

のと考えられる。

　なお、若干敷衍すれば、高齢社会の問題

を解決することは、個人にとっては、人生

100年時代と言われる長寿の時代を“如

何に最期まで安心して生きていけるか”、と

いう問題の解決に貢献することとも言い

換えられ、この点をより優先的に強調する

観点からは、「長寿社会対策大綱」と名称

変更した方が良いのかもしれない。

2―高齢社会対策大綱の3つの柱
         （目指すべき未来社会のあり方）
　具体的な内容については広範多岐にわ

たる。ただ、何をすべきか、どのような社会

に向かっていくべきかについては、次の3

つの社会を実現していくこととして整理

されている。これらが今回の高齢社会対

策大綱の柱になるものであり、日本が目指

す未来社会の姿と言える。

＜高齢社会対策大綱が目指す
　3つの社会（柱）＞
【柱①】 年齢に関わりなく希望に応じて

活躍し続けられる経済社会の構築

→「生涯現役社会」の実現

【柱②】 一人暮らしの高齢者の増加等の

環境変化に適切に対応し、多世代が

共に安心して暮らせる社会の構築

→「地域共生社会」の実現

【柱③】 加齢に伴う身体機能・認知機能の

変化に対応したきめ細かな施策展

開・社会システムの構築

→「認知症フレンドリー社会」の実現

　こうした理想の社会をどう実現してい

くのか。大綱はあくまで方向性及び施策を

示した指針であり、重要なことはこの大綱

を受け取った私たち（個人、地域・自治体、

企業・団体等）がこれらの理想社会の実現

に向けて何をしていくべきか、何を変えて

いくべきかということであろう。様々な論

点・視点が存在するなかではあるが、筆者

なりに強調したいポイントを2つだけ述べ

てみたい。

　一つは、“第2・3の地域課題に取り組む

シニアを増やしていく”ということである。

高齢者の体力的な若返りが確認されてい

る中で、まだまだ元気に活躍できる高齢者

が一人でも多く、地域の問題、認知症の問

題に向き合って行動していけば、第1の社

会のみならず第2・3の社会の実現に貢献

していくことになり、一石三鳥と言えるだ

ろう。目指す社会に向けた施策が膨大に

あるだけに、このように課題を集約的に相

互に関連付けながら効率的・効果的に取

組む、いわば立体的な取組みが有益と考

える。あくまで本人の希望が優先される話

ではあるが、社会として“定年後あるいは

高齢期は地域の中で活躍する、貢献するこ

とが当たり前”となるような文化・価値観

を育んでいくことは有用ではないか。

　もう一つは、「加齢に関する理解の促進」

という点である。支え合いの社会を目指す

上では、様々な面で世代間の理解は必要

である。年をとるとどうなるのか、「加齢」

に対する理解を深めることは、高齢者に対

する理解につながると同時に自分自身の

将来に対する備えにもなる。この点、大綱

の前提となった検討会の報告書では、それ

らの知識を提供するジェロントロジー（老

年学）を学ぶことが必要であり意義がある

ことが明記されている。加齢の実態と高

齢者を正しく理解することが、3つの社会

の実現に取り組んでいく上で必須のこと

と考えられるだけに、ジェロントロジーの

教育や研究等が、今後社会に広く広がって

いくことも大いに期待したい。
※詳細は同タイトルの前田展弘「研究員の眼」（2025
年2月13日付）を参照ください。
［*］ 高齢社会対策大綱は「高齢社会対策基本法」
（1995年制定）に基づいて策定される。「政府の推進
する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合
的な指針」をまとめたもの。1996年に最初の大綱が
策定され、その後、経済社会情勢の変化を踏まえて適
宜見直しが行われることとなっている。
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